
第１９号議案 

 

   東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２３年２月４日 

 

      提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、幼稚園の副園長の退職手当の特例を定めるため提出

します。  



東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

東京都台東区職員の退職手当に関する条例（昭和３３年７月台

東区条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 付則に次の１項を加える。 

８ 平成２３年３月３１日（以下「基準日」という。）に学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第２７条に規定する幼稚園の教

頭（以下「教頭」という。）であつた職員（基準日に他の特別区

において教頭であつた者を含む。）が同条に規定する幼稚園の 

副園長として平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日ま

での間に退職した場合の一般の退職手当の額が、その者が基準

日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたなら

ば支給を受けることができた一般の退職手当の額（以下「仮の

退職手当額」という。）に達しないときは、第４条の３の規定に

かかわらず、仮の退職手当額をその者に対して支給する一般の

退職手当の額とする。 

   付 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 


